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危険物安全週間について

令和８年度  第５２回釧路北部消防事務組合総合演習

　ガソリン・灯油・軽油などの危険物は、私たちの生活に欠かせな

い身近なものですが、小さな不注意が火災や事故につながる危険性

があります。

　このため、消防庁では平成２年に「危険物安全週間」を制定し、

毎年６月第２週に実施しています。

　今年度は「つかみ取れ！めざす無事故の頂を」を推進標語に、

令和８年６月７日（日）から６月１３日（土）まで行われます。

　今回は、家庭で使用する灯油の安全な保管方法について紹介し

ます。

　５月１７日、鶴居村において第５２回釧路北部消防事務組合総合演習が開催されました。

当日は、鶴居村のほか、弟子屈町及び標茶町から職団員約１５０名が参加し、消防車両９台が集結しま

した。

　演習では、観閲式や分列行進、火災防御訓練が実施され、各種訓練を通じて連携の強化と技術の向上

が図られました。

　火災防御訓練では、消防車両による一斉放水を実施し、今回初の試みとしてカラー放水を行いました。

色とりどりの放水が空に広がる様子は、まるで虹のようであり、「防火にかかる虹の橋」として印象的

な訓練となりました。

１．シーズン中に使いきれなかった灯油は、次に持ち越さず処分しましょう。

　・・・長期間保存すると灯油は変質し、ヒーターの故障や事故の原因となります。

２．直射日光を避け、温度や湿度の低い屋内の冷暗所に保管しましょう。

　・・・高温・多湿は灯油の変質を早めます。

３．やむを得ず屋外で保管する場合は、室外用タンクを使用しましょう。

　・・・室外用タンクは、紫外線や雨水、結露、温度変化に強い構造となっています。

４．子どもやペットの手の届かない場所に保管しましょう。

　・・・タンクの転倒やこぼれを防ぐことができます。

５．火気の近くには置かないようにしましょう。

　・・・引火のリスクを防ぐことにつながります。

灯油保管時の注意点！
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Ｘ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ） Ｉｎｓｔａｇｒａｍ

『火の確認　　　 全国統一防火標語

　　　いい日を支える
　　　　　　　　いい習慣』

第６回  鶴居村防火標語募集について

住宅用火災警報器の設置について

SNS発信について

　村民の皆様に、防火標語の募集を通じて火災予防について考えていただき、火災予防意識の向上

を図るとともに、イベントでの活用や看板設置などによる広報啓発を目的として、防火標語を募集

します。

【募集期間】

令和８年６月１日 ～ 令和８年７月３１日

【掲載期間】

令和８年１０月１５日 ～ 令和９年１０月１４日

【応募方法】

６月回覧板に入った応募用紙に必要事項を記入のうえ鶴居消防署へ持参、郵送、ＦАＸのいず

れかの方法でご応募ください。

※応募用紙は消防署にも用意していますので必要な方はお越しください。

　　「自分たちの村は自分たちで守る」――その想いを標語にしてみませんか。

　　優秀作品に選ばれた上位５名の方には、表彰のほか、副賞として図書カードを贈呈します。

　皆様のご応募をお待ちしております。

　皆さんのご自宅には、住宅用火災警報器は設置されていますか。

　住宅用火災警報器は、火災の早期発見に重要な役割を果たします。設置場所は、寝室および寝室があ

る階の階段部分です。今一度、ご自宅に設置されているか確認をお願いします。

　また、未設置の方や「設置方法が分からない」「自分で取り付けるのが不安」という方は、消防職員

がお手伝いしますので、お気軽にご相談ください。

　あわせて、住宅用火災警報器は定期的な点検も必要です。

　鶴居消防署のＩｎｓｔａｇｒａｍでは、点検方法を動画で紹介していますので、ぜひご確認ください。

　鶴居消防署では、Ｘ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）やＩｎｓｔａｇｒａｍで、訓練の様子や災害対応、防火・防災に関する

情報を発信しています。

　特に今年度はＩｎｓｔａｇｒａｍに力を入れ、皆さまに関心を持っていただけるような投稿を行っていきます。

ぜひフォローお願いします！
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